
 手話通訳派遣費基準表（令和 8年 4月 1日改定） 

拘束時間 派遣費 

1 時間まで 7,000 円 

２時間まで 10,000 円 

３時間まで 13,000 円 

４時間まで 16,000 円 

（以降 1時間ごとに 3，000円追加） 

派遣費基準は手話通訳１名当たりの金額です。休憩時間を含めた拘束時間で算定します。 派遣のお申込

を受付後、お見積書・通訳者の氏名等詳細を記載した派遣決定書を FAX等でお送りします。 

●通訳時間の変更、キャンセルがありましたら前日（土・日・祝日を挟む場合はその前日）までにご連

絡をお願いします。当日になって通訳時間が短縮、もしくはキャンセルになった場合、お見積り金額の

100％をご請求します。 

●打合せ時間は開始前 30分に限り無料です。30分より前に伺う必要がある場合は、通訳時間と合算

し、超過分が有料となります。別日にリハーサル等の打ち合わせに参加する必要がある場合、拘束時間

に対して基準表と同額の派遣料と遠方の場合は交通費等が発生します。※交通費については【交通費に

ついて】を参照 

●通訳者の健康を守るため、1名の通訳が連続して通訳できる時間を原則 20分までとし、これを超える

場合はスタートから 2 名を派遣します。通常、講演会などの舞台通訳は 2名が 15 分～20分交替で通訳

しますが、連続 4時間以上となる通訳の場合は、スタートから 3名の派遣、もしくは、前半 後半に分

け、別の通訳者 2名を派遣します。交代通訳の派遣費は、基本料金（7,000円）からスター トします。 

※パネルディスカッション、演劇、複数のろう者が参加するスポーツ競技など 2名以上の通訳が 同時に

通訳する必要がある場合は、さらに通訳が必要になることがあります。 ※30分以内の対面通訳（例：

企業内の職員面接等）の場合は、通訳 1名で対応が可能な場合もありますので、必要な通訳人数につき

ましては事前にご相談ください。 

●通訳者のための駐車場を準備ください。準備いただけない場合には、別途駐車料金の実費を請求いた

します。 

【交通費について】 

●派遣者の自宅から任務地が片道 50キロ未満で一般道路使用の場合、交通費はいただきません。 

●原則的に片道 50キロ以上の場合、派遣者の自宅から任務地までの往復距離（㎞）×@30円＋高速道路

料金をご負担いただきます。但し、片道 50キロ未満の場合でも、諸事情により高速道路を利用せざるを

得ない場合、ご相談の上高速道路料金をご負担いただく場合がありますのでご理解ください。 
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